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タクシー事業における軽自動車の活用について

タクシー事業における担い手不足やLPGスタンドの減少等を踏まえ、軽タクシーを含め地域の輸送資源
をフル活用して、交通空白の解消を促進する。

１．対象地域
対象地域は導入を要望する営業区域単位とする

２．車両の基準
①セーフティ・サポートカーＳ（サポカーＳ）ベーシック以上の機能を有した車両
②ドライブレコーダー（前方及び車内）を搭載した車両

３．車両の整備管理
12ヶ月毎の年次検査、３ヶ月毎の定期点検を実施

４．運賃
「普通車」の車種区分を適用 ※現行の車種区分上、最も低いもの

５．その他の事項
各導入地域において、利用者への周知や問い合わせ対応に向けた措置を講ずる

＜制度概要＞

＜スケジュール＞

令和８年６月１日 通達発出

【参考】導入を希望する都道府県

・管内（一部含む）の営業区域で導入を希望 ： ２６

（注）都道府県タクシー協会（全４７協会）へのアンケート調査より

＜軽自動車の導入イメージ＞
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タクシー事業における軽自動車の導入予定地域について

令和８年３月に（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会より４７都道府県のタクシー協会へ軽自動車
タクシーの導入に関するアンケート調査を実施。

１．管内のすべての営業区域において導入を希望すると回答 （計１９県）

【東北地方】 山形県
【関東地方】 埼玉県
【中部地方】 石川県、岐阜県
【近畿地方】 滋賀県、奈良県、和歌山県
【中国地方】 島根県、山口県
【四国地方】 徳島県、香川県、愛媛県
【九州地方】 福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

２．管内の一部の営業区域において導入を希望すると回答 （計７県）

【東北地方】 岩手県、宮城県
【関東地方】 群馬県、神奈川県
【中部地方】 山梨県
【四国地方】 高知県
【九州地方】 長崎県
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タクシー事業における軽自動車の活用について
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白タク・ハイヤー問題への対応状況について

＜中野大臣の空港視察の様子＞

2025年夏以降、以下の対策を強化

○ 主要空港において現地調査を複数回実施
○ 春節期、国慶節期における白タク・違法ハイヤーの利用防止に関する啓発活動
を全国で実施

○ ハイヤー事業者に対する新規許可時の審査を厳格化
○ ハイヤー事業者を対象としたWEB講習会を実施
○ 成田空港にて「客引き」をしたハイヤー事業者に対し許可取消処分を実施
○ 本省・運輸局・警察等関係機関による白タク・違法ハイヤー対策会議を開催し、
連携を強化

○ 白タク・違法ハイヤーの利用防止に関する啓発動画を作成し、全国の主要空港
にて放映

○ 海外OTAや旅行業者に対し、白タク・違法ハイヤーを仲介・斡旋しないよう呼
びかける旨の事務連絡発出

○ 更なる対策：羽田・成田・中部国際・関西空港にて、本省直轄委託職員による巡回を実施予定
（６月より実施予定）

＜空港での街頭監査の様子＞

＜動画にて違法ハイヤーを啓発＞

上記の取組みに加え、更なる対策を検討中

５月の正副会長会議資料を更新
※更新箇所は赤字
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令和８年度補助事業の実施スケジュール

【実施スケジュール】

・要望調査実施 （2/13～3/10）

・事業者向け説明会実施 （3/30、3/31）

・措置率の目安通知 （4/17）

・公募開始 （4/27～5/29）

・審査 （6月～7月上旬目途）

※原則、７月７日までに申請書類の補正を含めて、書類が揃っていることが前提

・措置率確定 （7月中旬目途）

・交付決定 （7月中下旬目途）
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令和７年度以降の運賃改定の状況について（令和8年6月2日時点）

運賃ブロック名運輸局

小田原地区関東

富山地区
北信

長野地区

福井地区中部

運賃ブロック名運輸局

佐賀地区
九州

熊本地区

沖縄地区沖縄

４．運賃改定審査・申請中の地域（15地域）

３．運賃改定公示中の地域（8地域）

運賃ブロック名運輸局

徳島地区
四国

高知地区

長崎本土地区
九州

長崎離島地区

改定率運賃ブロック名

10.77%福島地区

12.15%北九州市域地区

13.90%岩手A地区

8.72%京都市域地区

8.31%滋賀地区

12.27%岩手B地区

10.54%名古屋地区

10.88%大阪地区

１．令和7年度実施済の地域（38地域）

運賃ブロック名運輸局

京都北部地区
近畿

奈良地区

島根県本土地区
中国

鳥取地区

※下線については、改定要否審査中、申請受付中のもの。

改定率運賃ブロック名

10.20%静岡地区

7.98%伊豆地区

10.00%神戸市域地区

12.09%広島地区

13.27%岡山地区

10.06%尾張・三河地区

12.68%函館A地区

10.07%帯広地区

改定率運賃ブロック名

10.21%広島市域地区

10.04%札幌・小樽地区

13.26%愛媛地区

12.93%新潟Ａ地区

9.79%新潟Ｂ地区

11.90%東京島しょ地区

11.64%青森地区

15.54%宮崎地区

※地域数は、新運賃ブロック単位で集計

※地域数は、新運賃ブロック単位で集計

改定率運賃ブロック名

12.24%岐阜地区

9.14%飛騨地区

11.37%山口地区

10.36%多摩地区

11.03%京浜地区

10.33%相模・鎌倉地区

10.00%千葉地区

10.25%埼玉南部地区

10.77%埼玉北部地区

改定率運賃ブロック名

11.36%群馬Ａ地区

11.12%群馬Ｂ地区

10.04%三重地区

9.96%兵庫地区

11.64%和歌山地区

13.05%香川地区

10.08%仙台地区

12.76%山形地区

10.52%室蘭地区

２．令和8年度実施済の地域（6地域）
改定率実施月運賃ブロック名

10.21%令和8年4月鹿児島地区

18.08%令和8年4月旭川地区

※地域数は、新運賃ブロック単位で集計
改定率実施月運賃ブロック名

10.27%令和8年4月釧路地区

10.14%令和8年4月特別区・武三地区

改定率実施月運賃ブロック名

16.54%令和8年5月石川地区

11.15%令和8年6月秋田地区

改定率実施月運賃ブロック名

12.23%令和8年6月12日北見地区

10.60%令和8年6月22日茨城地区

改定率実施月運賃ブロック名

11.27%令和8年6月22日栃木地区

10.01%令和8年6月22日山梨A地区

11.53%令和8年7月1日宮城地区

改定率実施月運賃ブロック名

10.62%令和8年7月1日福岡市域地区

11.14%令和8年7月1日大分地区

13.61%令和8年7月10日千歳・空知・後志地区
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